














 

（第三面） 
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景

観

計

画
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の
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造

別

景

観

形

成 

景観地域の基本

方針に対処して

いる事項 

（       玉縄丘陵景観     ）地域 

・計画を既存建物施設の範囲に限定し、敷地周縁部に残る緑地を

保全する計画である。低層２階建てを主とした建物に建て直す

ことで、より落ち着きのある、原風景に馴染む計画としている。 

ベルトの基本方

針に対処してい

る事項 

（               ）ベルト・該当なし 

 

 

拠点の基本方針

に対処している

事項 

（               ）拠点・該当なし 

 

類

型

別

景

観

形

成 

土地利用類型別

の景観形成の方

針及び基準に対

処している事項 

区 域 （公共公益施設、緑地景観、一般住宅地）区域 

方 針 

・計画を既存建物の建替えに限定し、広い外部空間と敷

地内の緑を保全する。 

・丘陵景観地域である敷地の山林は都市イメージを創り

出す貴重な緑地として保全する。 

・計画地周辺の住宅地に馴染む景観形成につとめ、緑豊

かな住宅環境の誘導に努める。 

基 準 

・地域の景観形成の核となる場所として、建築物のデザ

ンの質の向上や緑化の推進など、広い外部空間の確保

により地域の先導的な都市景観の形成を図る。 

 

特

定

地

区 

特定地区におけ

る景観形成の方

針及び基準に対

処している事項 

区 域 （                ）地区・該当なし 

方 針  

基 準  

眺

望

景

観 

眺 望 景 観 の 保

全、創出の方針

に対処している

事項 

 ・既存３階建ての校舎から全体の高さを抑える計画とし、玉縄

五丁目公園から望む美しい山並みの稜線がつくる景観を確

保する。 

  ・景観に配慮し、校舎や体育館の配色を、自然要素になじむも

のになるよう配慮する。 










